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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人日本

鉄道車輌工業会（JARI）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業規

格を改正すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，国土交通大臣が改正した日本工業規

格である。これによって，JIS E 7106:2011 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。国土交通大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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序文 

この規格は，2006 年に制定され，その後 2 回の改正を経て今日に至っている。前回の改正は 2011 年に

行われたが，その後の技術開発によって一般化された技術に対応するために改正した。 

なお，対応国際規格は現時点で制定されていない。 

 

1 適用範囲 

この規格は，普通鋼，ステンレス鋼，アルミニウム合金などを用いた旅客車用構体（以下，構体という。）

に対して，その車両の定められた通常の運用条件において求められる強度の要求事項及び構造設計を行う

ときの標準的な強度評価方法について規定する。対象とする旅客車（以下，車両という。）は，次の 4 種類

とするが，受渡当事者間の協定によってこれ以外の車両の構体に，この規格の一部又は全てを適用するこ

とができる。 

a) 新幹線車両（ただし，磁気浮上式車両を除く。） 

b) 客車 

c) 旅客電車［蓄電池駆動ハイブリッド式電車を含む。ただし，1) 路面電車，2) エルアールブイ（LRV），

3) 新交通システム車両，4) モノレール車両，5) トロリバスなどを除く。］ 

d) 旅客内燃動車（ハイブリッド式内燃動車を含む。） 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS E 4001 鉄道車両－用語 

JIS E 7103 鉄道車両－旅客車－車体設計通則 

JIS E 7105 鉄道車両－旅客車用構体－荷重試験方法 

JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材 

JIS G 3106 溶接構造用圧延鋼材 

JIS G 3114 溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材 

JIS G 3125 高耐候性圧延鋼材 

JIS G 4305 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 

JIS H 4000 アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条 

JIS H 4100 アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材 


